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     江 南 市 議 会 厚 生 文 教 委 員 会 会 議 録      

       平成28年３月10日〔木曜日〕午後２時55分開議        

本日の会議に付した案件 

 議案第41号 平成28年度江南市横田教育文化事業特別会計予算 

 議案第44号 平成28年度江南市介護保険特別会計予算 

 議案第45号 平成28年度江南市後期高齢者医療特別会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委 員 長  野 下 達 哉 君    副委員長  藤 岡 和 俊 君 

 委  員  尾 関 健 治 君    委  員  牧 野 圭 佑 君 

 委  員  伊 神 克 寿 君    委  員  掛 布 まち子 君 

 委  員  東 猴 史 紘 君 

欠席委員（０名） 

委員外議員（１名） 

 議  員  山   登志浩 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員の職、氏名 

 事務局長  栗 本 浩 一 君    主  事  徳 永 真 明 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職、氏名 

 教育長               石 井 悦 雄 君 

 

 健康福祉部長            大 竹   誠 君 

 教育部長              菱 田 幹 生 君 

 

 高齢者生きがい課長         川 田   保 君 

 高齢者生きがい課主幹        町 野 吉 美 君 

 高齢者生きがい課主査        中 山 綾 子 君 

 高齢者生きがい課主査        葛 谷 美智子 君 

 高齢者生きがい課主査        宇佐見 裕 二 君 
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 子育て支援課長           村 井   篤 君 

 

 福祉課長兼基幹相談支援センター長  貝 瀬 隆 志 君 

 福祉課主幹             仙 田 隆 志 君 

 

 健康づくり課長兼保健センター所長  倉 知 江理子 君 

 健康づくり課主幹          宮 田 昌 司 君 

 健康づくり課副主幹         青 山 啓 子 君 

 健康づくり課副主幹         長谷川 真 子 君 

 

 保険年金課長            本 多 弘 樹 君 

 保険年金課主幹           前 田 茂 貴 君 

 保険年金課副主幹          平 野 優 子 君 

 保険年金課主査           齋 木   理 君 

 保険年金課主査           加 藤 あかね 君 

 

 教育課長兼少年センター所長     武 馬 健 之 君 

 教育課管理指導主事         熊 崎 規 恭 君 

 教育課主幹             梅 本 孝 哉 君 

 教育課主幹             中 村 雄 一 君 

 教育課副主幹            横 川 幸 哉 君 

 教育課主査             藤 田 明 恵 君 

 

 生涯学習課長            中 村 信 子 君 

 生涯学習課統括幹兼体育施設長    伊 藤 健 司 君 

 生涯学習課主幹           大 塚 將 史 君 
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午後２時55分  開 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長  それでは、定刻よりも若干早いですけど、おそろいですので、昨

日に引き続きまして委員会を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第41号 平成28年度江南市横田教育文化事業特別会計予算 

 

○委員長  議案第41号 平成28年度江南市横田教育文化事業特別会計予算を

議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○教育課長兼少年センター所長  では、議案第41号 平成28年度江南市横田

教育文化事業特別会計予算、こちらについて御説明させていただきます。 

 別冊の特別会計のほうの資料をお願いいたします。 

 こちらの42、43ページでございます。 

 歳入につきましては、１款財産収入から４款諸収入までということでござ

います。 

 それから、歳出でございますが、44ページ、45ページをお願いいたします。 

 こちらの１款の教育文化事業費、１項教育文化振興費、１目教育文化振興

費でございます。歳入歳出とも130万9,000円ということでお願いしておりま

す。 

 以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願いをい

たします。 

○委員長  それでは、当局から説明がありましたが、これより質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  45ページの弁論大会なんですけれども、例年、ここ何年、３年

ぐらいですか、福島の中学生を３人招かれて弁論大会に参加していただいて

いるんですけれども、新年度、平成28年度もやはり招かれる予定でしょうか。 

○教育課長兼少年センター所長  平成28年度につきましても、同様に招待し

ていただきたいというふうに伺っております。 
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○掛布委員  昨年ですけど、ちょっと私、途中までしか参加しなくて、ちょ

うど福島の子供たちの発言は聞かなかったんですけれども、ずっと参加され

ていた方のお話によると、きょう、ちょうど３月11日なんですけれども、福

島の子が復興支援について３人とも一言も触れなかったという、すごく違和

感があって、もう本当に復興って終わっているんだろうかというふうな錯覚

を抱かせるようなことがあったので、おかしいんじゃないかという意見があ

って、逆に私が聞いていたときには、市内の中学校の３年生の子が福島への

ボランティアをずっと継続していて、それで自分も成長して、またボランテ

ィア活動に頑張る意義というのをしゃべっていましたので、それと対比して

すごくおかしなことだなと、何でそんなことになったのかなあというのもあ

って、新年度どうされるのかなと聞いたんですけれども、何か復興支援につ

いてしゃべらないというようなことで招待されているんでしょうか。そんな

ことはないですよね。 

○教育長  この弁論大会に変えて、それでまた福島県相馬市の子供たちを呼

ぶというきっかけは、ちょっとさかのぼりますと、市の職員の皆さんがいわ

ゆる募金活動を継続的にやられて始まったことが相馬市とのかかわりの始ま

りです。 

 私たちのこの横田教育の弁論大会、これも最初はいわゆる作文を出して、

それを審査員の皆さんが読み回しをして、最優秀とか決めていくということ

で始まっています、横田さんからのたくさんの寄附によって。やはりこの内

容が、とてもいい内容が子供たちの前を向いた生き方ということで、そして

審査員の方だけが読んで読み回しだけではちょっともったいないなというこ

とで、弁論大会という方式に変えていったわけです。 

 そういう中で、これを継続し始めたときに、ちょうど大震災も起きたりし

て、市の職員の皆さんが努力をして援助をしていったと。もう少し具体的な

ことで交流ができるといいなということで、相馬市の皆さんに声をかけたら、

向こうもお礼を込めてぜひ参加をさせてくださいということで始まった交流

です。 

 やはり、当初は今、掛布さんが言ってくださったように、復興というよう

なことで、彼らの気持ちがよくわかるような弁論でした。しかし、年数がた
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った後、そういうことが、今年度はそういったことに触れていないというよ

うなこともありましたけど、ただ私たちも復興支援の様子を聞かせてくださ

いというお願いは一度もしてありません。彼らがああいった大震災のあった

後、どんな生き方をしているか、一生懸命前を向いている、だから、そうい

うことの刺激も受けて私たちも頑張れたらということで呼んでいます。です

から、必ずしも私は復興支援という地震にかかわる、地震の後の生き方にか

かわることだけにこだわる必要はないのではないかなと思います。 

 相馬市というところが、大震災の後の大きな津波を受けたことには間違い

ないんです。でも、彼らが日常生活をどんなふうに生きているかということ

を聞き取るだけでも、私は大変意義のあることだと思いますから、復興にか

かわる内容があるなしということは、そんなに問題にしてはいけないのでは

ないかなと。ずっと復興支援のことばっかしゃべってくださいなんていう、

そんなお願いをすることも何かおかしなものでありますから、ああいった大

震災があったことは、これはもう誰しも知っていますから、彼らがその後、

どんな日常的な生活の中で頑張っているかということを聞き取れば、それで

そういうことを刺激にすればいいのではないかなというふうに思います。 

○東猴委員  今、話題になっている弁論大会は、私は参加させていただいて、

気づいたら最後までいさせていただいて、とても感動して、また来年も、こ

としも行きたいと思っているんですが、この作文応募参加賞のところなんで

すが、これは何か参加したらお金が子供たちがもらえるという位置づけのも

のなんでしょうか。これはどういったものでしょう、45ページ。 

○教育課長兼少年センター所長  現在、作文コンクール、弁論大会というこ

とになっておりますが、その中で当日、第２次審査、第１次審査は学校のほ

うで既に終えられて、第二次審査ということで当日の発表を踏まえてという

ことになります。 

 その中で、中学校、高校、それぞれ発表していただく中で、最優秀賞、そ

れから優秀賞、優良賞ということで、子供たちへのまた励みになるというこ

とで、いわゆる小切手といいますか、そちらのほうをその賞に準じてお渡し

をするということでございます。 

○委員長  そのほか質疑ございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 暫時休憩します。 

午後３時07分  休 憩 

午後３時07分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第41号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第44号 平成28年度江南市介護保険特別会計予算 

 

○委員長  続いて、議案第44号 平成28年度江南市介護保険特別会計予算を

議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○高齢者生きがい課長  議案第44号について御説明を申し上げますので、特

別会計予算書及び予算説明書の104ページをお願いいたします。 

 平成28年議案第44号 平成28年度江南市介護保険特別会計予算でございま

す。 

 平成28年度江南市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるも

のでございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ68億6,705万5,000円と

定めるものでございます。２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」によるものでございます。 

 第１表につきましては、105ページ、106ページに掲げておりますので、後

ほど御参照を賜りたいと思います。 

 第２条といたしまして、地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３



７ 

第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２億円と定めるもので

ございます。 

 107ページから109ページには、歳入歳出予算事項別明細書を掲げておりま

す。後ほど御参照を賜りたいと思います。 

 それでは、介護保険特別会計の当初予算につきまして、予算書の該当ペー

ジを説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に歳入でございます。 

 110ページ、111ページをお願いいたします。 

 歳入は、１款１項１目第１号被保険者保険料、１節現年度分特別徴収保険

料から114ページ、115ページの９款３項２目雑入、１節雑入まででございま

す。 

 次に、歳出でございます。 

 116ページ、117ページをお願いいたします。 

 １款１項１目総務管理費でございます。このページから、飛びまして136

ページ、137ページの７款予備費まででございます。 

 はねていただきまして、138ページには給与費明細書を掲げております。

また、別冊の平成28年度当初予算説明資料の11ページの表の下段に介護保険

事業基金の状況を掲げております。同じく56ページには、保険料（現年度

分）としまして、所得段階別第１号被保険者数等について、57ページには保

険給付費として、地域支援事業の概要を記載しております。 

 以上でございます。なお、補足説明はございません。よろしくお願いいた

します。 

○委員長  それでは、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○牧野委員  国民健康保険のお聞きする前に、最初にまず聞きたいことが、

105ページなんですけど、全体論として、ここ数年の収入未済額と不能欠損

額をちょっと教えてほしいんですが。 

○高齢者生きがい課長  平成23年度でございます。平成23年度の収入未済額

は7,074万5,560円、不能欠損額は294万7,700円でございます。続きまして、

平成24年度でございます。収入未済額7,297万8,560円、不納欠損額672万500
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円、それから平成25年度につきましては、6,941万4,560円の収入未済額、不

納欠損額といたしまして、1,137万5,800円。続きまして、平成26年度でござ

います。収入未済額6,515万2,700円、不能欠損額1,329万2,300円でございま

す。 

 以上の状態になっております。 

○牧野委員  収入未済額が何となく少しずつ減ってきているかなあという傾

向は感じるんですけど、実際、不能欠損を結構落としていることもわかりま

した。 

 次に、107ページで聞きたいんですが、基本的なことでちょっとこれは確

認事項で質問じゃないんですけど、教えてほしいんですが、１番の保険料は、

107ページ、65歳以上でいいかということと、４番の支払基金というのは、

これは全国の保険組合、または江南市の保険組合から入ってきておるお金か

ということと、７番の繰入金というのは江南市の一般会計から入っていくか、

この３点の確認ですが。 

○高齢者生きがい課長  保険料につきましては、これは第１号被保険者、65

歳以上の方の保険料でございます。 

 続きまして、支払基金交付金につきましては、支払基金のほうから40歳以

上64歳の方の負担分という形で入ってくるものでございます。 

 それから、繰入金につきましては、一般会計繰入金というふうな形になっ

ております。 

○牧野委員  一般会計というと、市のお金が出しているということですよね。 

 それで、ちょっとここで聞いておきたいんですけれども、111ページの現

年度分普通徴収保険料というのが、この0.8897という収納率が出ているんで

すが、この収納率の推移というのは、ちょっとここ数年、これも教えてほし

いんですけど。 

○高齢者生きがい課長  決算ベースのほうで。普通徴収でございましたね。 

 平成24年度におきましては、88.5％、それから平成25年度は89.0％、平成

26年度は88.2％という状況になっております。 

○牧野委員  これは上がったり下がったりという感じなんですけど、これは

取り立てや何て言うのか、払わないともう一度もらいに行く努力を含めた結
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果の決算ですよね。 

○高齢者生きがい課長  うちのほう、再任用職員がおりまして、通常は、普

通徴収の場合は窓口納付、口座振替でございます、主なものが。あと、今言

われましたように、ちょっと何らかの理由でおくれた方については、再任用

職員が対応をしておるという状況でございます。 

 あと追加分として、年２回、うちの全体の職員もそういう応援徴収という

形の体制をとっておるところでございます。以上です。 

○牧野委員  この徴収体制は、基本的に市・県民税も含めて、市税全般で徴

収して、そこから割り振っているの。これだけやっていたんですか。ちょっ

と確認ですが。 

○高齢者生きがい課長  うちの高齢者生きがい課のほうには、収納課のほう

から一般市税を含めた、まず徴収の依頼があります。それと並行するような

形で、うち独自で介護保険料のほうを徴収しております。 

○牧野委員  独自でやっている人はプロパーじゃないと思うんだけれども、

全員でやる場合と、そうするとプロパーで誰かやっている人がいるんですか。 

○高齢者生きがい課長  うちの職員が、その仕事の合間を縫って２人１組で

行っております。 

○牧野委員  ちょっと最初にぱっぱっと聞いていっちゃうけど、ごめんなさ

い。 

 133ページでお聞きしたいんですが、この地域支援事業の中の13節委託料

の一番下に認知症スクリーニングシステム運営、これはどういうシステムで

すかね。認知症を呼び出すんですかね。 

○高齢者生きがい課長  これは、認知症が疑われる方についての簡易チェッ

クリストという形で、早期発見に努めていただこうという内容でございまし

て、うちのほうのホームページのほうに今後載せていく、新年度になってか

ら載せていきまして、「これって認知症？」、それから「わたしも認知

症？」という２つの題目を中へ入っていきまして、あとチェックをしていた

だいて結果が出て、どのぐらいだというような感じで。一つは「こころの体

温計」ですね、うちのほうもやっておりますが、それと同じような感じにな

るかと思いますが。 
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○牧野委員  わかりました。僕は知らなかったんですが、そうすると、市の

ホームページから入っていって、自分でチェックして、何点以上は認知症の

気があるだとか、予防しなくちゃいけないということがわかる仕組みを、江

南市がいつから出しているんでした、ホームページに。 

○高齢者生きがい課長  これは今回、平成28年度に新規の予算をいただきま

したので、平成28年度、準備でき次第、ホームページのほうへアップしてい

くという予定をしております。 

○牧野委員  もう少し、聞きたい。 

 これはいろいろこういうソフトが出ていて、簡単にわかるとか何かあって、

非常にいいなと思って、私もやってみたいと思いますが、よくわかりました。  

 次の135ページでお聞きしたいんですけれども、この地域支援事業の包括

支援事業の中で、13節の委託料ですけれども、7,053万3,000円。これは地域

包括支援センター運営委託料ですが、これは３つの包括支援センターの丸々

人件費なんでしょうか、何でしょうか。 

○高齢者生きがい課長   ３包括に委託料としてお支払いしております。

100％人件費ではなくて、その中で使われます、例えば消耗品ですとか、使

用料なども含んだ金額で委託をするという形になっております。 

○牧野委員  とすると、その地域包括支援センターの委託された人たちは、

人件費は全部市が出して、それ以外にもいろいろ消耗品費も市が出している

と、こういう捉え方でいいんですか。 

○高齢者生きがい課長  うちのほうの委託料の中で、人件費が全て包括の職

員の方を賄うまでの金額は出ていませんので、組織のほうとこちらのほうと

いう形での人件費の負担の形になるかと思います。 

○牧野委員  何人いるかということも３施設で聞きたいんですが、大体、例

えば厚生病院にしても、佐藤外科にしても、これに携わる人の人件費のどれ

ぐらいの比率を市が出して、どれぐらいの比率を病院側が出しているのか、

そういうのはわかりませんか。 

○高齢者生きがい課長  これは7,053万3,000円でございますので、１包括に

2,351万1,000円ですね。それで委託をお願いしております。 

 それで、今言われました職員配置の関係について、江南北部地域包括支援
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センターにつきましては６人、それから中部包括につきましては同じく６人、

それから南部包括につきましては４人、計16名を３包括が職員が見えると。

内訳というのか、資格関係につきましては、社会福祉士、それから保健師ま

たは看護師、それから主任ケアマネージャー、ケアマネージャーという４職

種の方がお見えになってみえるという形になっております。 

 ただ、今言われました人件費とうちの委託料の比率については、わかって

おらないところが現状です。 

○牧野委員  市民と議会との意見交換会で、地域包括をきちっとやってもら

っているんだけれども、やはり立場が、市から委託料をもらっているんだけ

れども、基本的は雇用されている会社の職員という意識がどうしても抜けな

いし、当然そうなっているので、ケアプランはともかく、いろんな意味にお

いて、多少、ひもつき的なことがあるんじゃないかと。でも、データを出し

てもらったら、そういうことはないというふうに私は確信を持ったからいい

んですけれども、こういったものは、ほかの市町村でも地域包括に支払う委

託料というのはこんなようなものなんでしょうか。江南市が安いとか高いと

いうことはあるんでしょうか。 

○高齢者生きがい課長  まだ今、資料を持ち合わせしておりませんけれど、

包括の中でも大体中ぐらいのところに位置しておるという金額だというふう

に理解しております。 

○牧野委員  なかなか人件費は微妙だもんですから、これはこういうことを

委託して大分たつ、どれぐらいたつやろう、値上げといったことは過去にあ

ったんですか。またそういういったことは見込んでいるのかな、この予算の

中に。 

○高齢者生きがい課長  包括の委託料の関係のデータを持っておりますのは、

平成24年、平成25年、平成26年の状況を持っておりまして、そのときの委託

料、３包括の１包括当たりの金額で、平成24年度につきましては、2,013万

6,000円、それから平成25年度も同額でやっております。それから平成26年

度につきまして、2,461万1,000円というふうで、少し増加させていただいて

おります。これにつきましては、平成26年度においては、複雑化する総合相

談の対応や低迷している２次予防事業の参加者をふやすために、勧奨の強化
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を図っていただくという形で、少し上げさせていただいて、お願いをしたと

いうところでございます。 

○牧野委員  最初、ちょっと肝心なことを聞き忘れちゃったんだけど、北部

６人、中部６人、南部４人だけど、人数にかかわらず１包括支援ごとに同じ

金額を出していたんでしたかね。 

○高齢者生きがい課長  はい、同じ金額を委託料として払っております。 

○牧野委員  ちょっと一般質問的になりますけれども、例えば病院系じゃな

いような機関が、もう少し南部の、南のほうで、これは３つが多いか少ない

か、10万人口に３つがいいかどうか、いろんな問題がありまして、もう少し

どこかつくりたいといったときに、民間がこういった資格を持った人をそろ

えて、江南市から委託を受けたいとか、やりたいといった場合、これはどう

いう予算措置をしてやるんですかね、どうなるんですかね、これは。 

○高齢者生きがい課長  現在、包括３つでございまして、委員が言われるよ

うに地区割り的に見ますと、やはり南部のほうが手厚くなっていないという

現状があります。それで、もし今のお話があった、仮の話で申しわけないん

ですが、あった場合、うちのほうは高齢者懇談会、これの計画の上位の審議

会がありますので、そちらにお諮りして、皆さんの御意見を伺いつつ設置の

ほう、もしあれでしたら向けて進めるというような形になります。 

○牧野委員  138ページで聞きたいんですが、この給与費明細書の本年度36

人ということで、報酬が少し減っているんだけど、この36人ってどういう特

別職で、また何で前年度より報酬が減ったのか、ちょっとそこら辺を確認し

たい。どんな仕事をやっている人なのか、その他の特別職。 

○高齢者生きがい課長  この給与費の明細のところは、うちのほうが認定審

査会というものを持っておりますので、その方の委員報酬、認定審査会委員

の報酬という形でございます。 

 それで、認定委員審査会の場合、１回１万9,000円という単価があります。

ですから、この開催回数によって、それこそ増減をするというふうで御理解

をお願いいたします。 

○牧野委員  それじゃあ、本人の１回１万9,000円は減らないけど、多分回

数が減るから、予算がこの85万7,000円減ったということですね。 
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○高齢者生きがい課長  そのとおりでございます。 

○牧野委員  これ、どんどんふえていくんだけど、何でこの認定会が減った

んですかね、回数が減ると予測されたんですかね。 

○高齢者生きがい課主幹  介護認定審査会につきましては、一応、予定回数

を立てておりますが、なるべく１カ月以内に審査をするという法的な決まり

がありますので、それに近づけるために、申請状況を見まして、主治医意見

書と認定調査表がそろった段階で審査をかけるというようなことに努力をし

ておる関係上、決められた審査会より少し前倒しに審査日を組み入れるとい

うよう努力をしておりますので、そういった関係上、予定した審査会よりも

早く見込んだ回数よりも早目に審査、審査という形をとってきた関係上、審

査回数が少し減ったという状況でございます。 

○牧野委員  基本的には審査回数は減らしたけれども、審査期間は短くなっ

ているという理解、短くなっていなきゃ同等だというふうに理解していいん

ですか。 

○高齢者生きがい課主幹  そうですね、期間の努力を図っている状況でござ

いました。 

○牧野委員  はい、わかりました。以上です。 

○掛布委員  一般会計のときの積み残しから、まずお聞きしたいんですけれ

ども、133ページの地域支援事業の介護予防のところに、いわゆる元気な高

齢者向けの足腰弱らん教室とか、お達者転ばん教室とかのが入っているんで

すけれども、ほかに報償費のところに謝礼とかいうのがあって、あと委託料

のところには委託料というふうにあるんですけれども、ここのところの区別

がよくわからないんですけれども、委託料で支払っているところと、謝礼と

いう形でやっている教室とそれぞれ分かれているということですか。 

○高齢者生きがい課長  報償費というのは、予防事業をやっていただいた御

本人さんにお支払いしておりますし、予防事業のほうはあくまでもその団体

というか、会社等にお願いした場合、支払っているものということです。 

○掛布委員  そうすると、いわゆる厚生病院であったりとか、老健に委託し

ているというのが委託料というのになる。先生個人のトレーナーの方とか、

そういう方が謝礼というふうになっているということですね。 
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○高齢者生きがい課長  そのとおりでございます。 

○掛布委員  平成27年度までやっていた基本チェックリストというのは、平

成28年度からはなくなっているんですけれども、やめたということ。 

○高齢者生きがい課長  平成28年度からは、窓口のほうに、例えば認定申請

でお見えになったときに、窓口のほうで該当すると思われる方に対して、チ

ェックリストを窓口のほうでやっていただきまして、それで内容によって認

定……。 

 済みません。今のは、大変申しわけないんですが、平成29年度以降のお話

をさせていただきましたので、平成28年度につきましては、基本チェックリ

ストを広報等で実施するという旨を広報させていただいて、窓口のほうでや

っていただくという形になります。 

 それと、平成27年度においてチェックリストのほうの該当する方につきま

しては、平成28年度、包括のほうがフォローをするという形で事業を運営し

ていきます。 

○掛布委員  ちょっとわかりにくかったんですけど、チェックリストの平成

28年度の新年度の扱いというのは、宣伝をして、平成29年度以降の練習みた

いなことをやっていくと、そういうことでしょうか。 

○高齢者生きがい課長  平成28年から平成29年への円滑な移行のための取り

組みという形でお願いします。 

○掛布委員  次ですけれども、135ページの先ほど牧野委員がお尋ねになら

れた地域包括の関係で、平成29年度の移行への準備がこの平成28年度中にい

ろいろ行われていくと思うんですけれども、その中でいわゆる地域に協議体

をつくっていくということで、生活支援コーディネーターを地域包括単位に

つくっていくということで、それに向けての準備の予算というのが、その地

域包括への委託料の中に入っているのか、はたまたどこか別のところに入っ

ているのかということをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○高齢者生きがい課長  今回、平成28年度の中にはそういうコーディネータ

ーの方の報酬は組み込んでおりません。ことしについては、人選のほうをや

っていきまして、平成29年度からの運用した時点で、また予算づけを考えて

おるところです。 



１５ 

○掛布委員  ちょっと制度がどんどん変わるというか、悪くなるので、とて

もついていけないんですけれども、ちょっと基本的なことをお聞きしたいん

ですけど、利用料が平成27年の８月から２割負担の人が出てきましたね。い

わゆるこの介護保険の会計の中には、保険料は入として入っているんですけ

れども、利用料の収入というのは入ってきていないんですけれども、それは

直接施設とか事業所に入っていくので、この介護保険会計のところに２割の

負担の人がふえたというのは、どういうあらわれ方で出てきているかという

と、給付費の減少という形で、２割負担の市民の負担がふえた分は、給付費

の減ということであらわれているというふうに理解すればよいんですか。 

○高齢者生きがい課長  そのとおりでございます。 

○掛布委員  それで、利用料が２割になった方で、それぞれあなた１割負担、

あなた２割負担という証書というか、交付されていると思うんですけれども、

平成28年度のどこかの時点でもいいんですけれども、１割負担の人が何人で、

２割負担の人は何人になっているのかということはわかりますか。 

○高齢者生きがい課長  今、お尋ねの１割負担、２割負担の関係なんでござ

いますが、まだ平成27年度、まだ年度途中ですので、ましてや給付費につき

ましてもうちのほうへ、今現在来ておるのは12月末現在の状況になっており

ますので、詳しい数字というのはなかなか分析ができていないのが現状です。  

 ただ、今お話の出ました負担割合証、要はあなたは１割負担ですよ、２割

負担ですよという一種の証明書ですね。そういうものをお出しした件数なら

ば、７月31日、８月１日から新しく１割、２割が始まりましたので、その準

備としてうちのほうが31日までにお出しした方ですが、総数で3,612人、う

ち１割の方については3,286人、２割の方は326人。これを比率に直しますと、

91％と９％というような比率になっておるというのが現状でございます。 

○掛布委員  121ページの一番最下段のところの居宅介護サービス給付費と

いうのが補正予算のときもかなり減額されたと思いますし、この額がそれほ

ど伸びていないと思うんですけれども、その伸びがおさまっちゃっていると

いうのは、２割負担の人の自己負担がふえたとか、それによるサービスの手

控えとか、そういうことが影響しているというふうに見ていけばいいんでし

ょうか、数字の見方として。 
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○高齢者生きがい課長  平成28年度予算をつくるときに、原則的に事業計画

というものを当課は持っておりますので、まず基本は事業計画をベースにし

た中で、やはり現状というものがありますので、それを加味して当初予算の

数字を上げさせていただいたということでございます。 

○掛布委員  現状を加味したということは、補正予算でもかなり、１億何ぼ

減らしましたので、これも計画よりは減らしている額ということですか。 

○高齢者生きがい課長  補正予算のときは、中の構成ですね、給付費自身は

その総額のままの状況でなっておりますので、その中から、例えば計画費の

給付なんかをちょっとお願いしたというような形になった予算組みになって

おりますので、単純に落ちたとかというあれではなくて、給付費全体はその

ままという状況でやっております。 

○掛布委員  よくわからないんですけど、次行きたいと思います。 

 もう１個変わってきているのが、特養の入所が要介護３以上に限定されて

いますけれども、実際どうなっちゃったのかなというのが気になっているわ

けですけれども、今の現時点で要介護３以上と言われているんですけど、１、

２でも特別の事情があれば入所できる場合もあるよということだったんです

けれども、現時点ではどうなっているかわかりますか。 

○高齢者生きがい課長  詳しいちょっと資料、今手持ちにないんですけれど

も、各施設のほうから今のような３以下の方に対して、施設の意見を付した

市のほうへ判定委員会、うちのほうはありますので、そちらのほうへの審査

依頼みたいな形で依頼を受けております。それで、うちのほうが認定調査の

内容を見ながら、妥当性があるのかという形で最終的に施設のほうに、可と

思われるという形ですね、入所としてもというような答えをさせていただい

ておるというのが、五、六件ございました。ですから、施設のほうも最終的

にグレーゾーンの方に対してなかなかという形がありますので、一応市のほ

うへも相談があるというふうで御理解をいただければと思いますが。 

○伊神委員  135ページ、一番下段で、後見人報酬助成費ということで369万

6,000円上がっていますけど、この後見人報酬助成費という内容を教えてい

ただけますか。 

○高齢者生きがい課長  今、御質問いただきました後見人報酬助成費でござ
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いますが、虐待等の後見をつけた場合の弁護士さん、それから司法書士さん、

この方に対しての報酬という形になってきます。 

○伊神委員  それの報酬ということですけど、何人ぐらいの人がいるのか。

１人の人でたくさんの、複数の人を扱っているのかということで、そういう

弁護士さんというような人、江南市が、例えば去年でもいいですし、おとと

しでもいいですし、お願いした人数というのはわかりますか。 

○高齢者生きがい課長  平成26年のデータでございますが、平成26年当時、

８人の方の申し立てがありまして、そのうち市が負担をいたしましたのがお

１人でございましたが、その後、後見人がついたことにより本人から徴収を

させていただいていますので、後見人の報酬というものは、平成26年度につ

いてはなかったという形になっております。本年度につきましては、一応11

名を予定しております。 

 それと、後見人の選定につきましては、一宮地裁のほうで判定されますの

で、うちのほうが同じ方とかという形ではなく、地裁の判断に任せておると

いうのが現状です。 

○牧野委員  後見人の報酬というのは、僕も多いなあと思っていて、基本的

には、これは後見を受ける人が払っていって、払えない場合だとか立てかえ

みたいなものは市がやっていると私は思っていたんですが、この弁護士さん

が、いろんな介護費が多いか知りませんが、何でこんなに要るのかなと思っ

ていたんですけれども、この予算立ての根本的な、この11人でこんだけのも

のですかね。 

○高齢者生きがい課長  報酬の助成費の積算根拠でございますが、１月２万

8,000円、それを12月分11人分という形で積算をして369万6,000円を計上さ

せていただいたということでございます。 

○牧野委員  ちなみに平成26年度はなかったということだけど、３年間分ぐ

らいで、これはどれぐらいずつ払っているか、決算でわかりますか。出なき

ゃ後でもいいんですけど、この後見人に支払った金額みたいなもの。まあい

いです、こいつは、結果ですから。 

○掛布委員  今のところで、家族介護医療事業費というのが前に20万円ほど

ついていたんですけど、何かなくなっちゃっているんですけど、それは何を
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やっていたので、どうしてなくなったのかなあというのをお聞きしたいです。  

○高齢者生きがい課長  今、掛布委員が言われたのは、家族介護医療という

名称のものですね。これにつきましては、１年、介護サービスを使われなか

った方に対して、その御家族に慰労としてお支払いをするというようなもの

が今までございました。それがただ、御本人なり家族の申請に基づいて出す

形をとっておりますけれども、去年、その方、お１人しかもうなかったんで

すが、サービスを使われましたので、今回、予算的に削らせていただいたと

いうことです。 

○掛布委員  制度としては残っているけど、予算はないよという、そういう

ことですか。 

○高齢者生きがい課長  要綱のほうも一応削らせていただいた形になってい

ます。決裁を通らせていただいています。 

○掛布委員  私のたまたま知っている人で申しわけないんですけれども、ど

うしても旦那さんがサービスを使うのを拒否して、要介護３なんですけど、

懸命に自宅で見ていてサービスを使っていない。使っていないというと、そ

れこそ手すりとか、そういったところで使っちゃっていれば、もうそれで使

っているということになると思うんだけど、実際の通所とかホームヘルパー

とか、そういうのは一切使えない人もいるんですね。そういう人でもだめで

すか。 

○高齢者生きがい課長  今の家族医療につきましては、要介護４、５の方が

対象でありまして、これにつきましては、近隣なんかも調べまして、それと

やっぱり今割と多いという話をしてはいけないんですが、御家族で、おうち

でというのがなかなか皆さん、働いてみえる関係があるもので、そこまでの

手が回っていないのが現状で、やっぱり施設のほうへというのがよく聞こえ

てくるところでございます。 

○掛布委員  それで、その施設の関係なんですけれども、平成28年に当初、

１回入札不調か何かで没になった小規模特養の計画、平成28年に入るはずだ

ったんですけど、それはどうなっていますかね。 

○高齢者生きがい課長  ２回行いまして、２回とも応募者なしという状況に

なっております。この平成28年度に向けては、要件が社会福祉法人か医療法
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人というような形で限定をある程度しておった関係で、やはり一般の株式会

社ですね、そういう関係のところではどうかというのがうちのほうも一つの

暗中模索の状態なんですけれど、そういうような対象なりを広げなりして、

再度やっていこうかなというふうに思っております。 

 もし、これが話がまとまれば、また県のほうの補助金等の絡みから補正な

りをお願いする可能性もあるというところでございます。 

 あと、この件につきましては、一応、先ほどうちのほう、審議会になりま

すけれども、そちらのほうへも報告はさせていただいておるというのが現状

です。 

○掛布委員  125ページのところの介護サービス負担軽減事業ということで、

これも制度が縮小されて、低所得者の方の施設入所の食費と居住費の補助が

削られてしまって、金額的にすごい減っているんですね。ふえた分だけ負担

がふえて、８月の前にいただいた資料のときは、たしか35人ぐらいが該当し

て、年間１人当たり、それこそひどい人では20万円、30万円という負担がふ

える計算だったんですけれども、その後どうなっているかということをお聞

きしたいんですけれども。我慢して負担しているか、あるいは退所に追い込

まれているんじゃないかとか。 

○高齢者生きがい課長  詳しい数字等はまだ持っておりませんけれど、窓口、

電話等でそういうような御相談が入っていないような状況ですので、御家族

等でやっていただいているかなというふうで理解しております。 

○委員長  それでは、あとよろしいですかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでございますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時56分  休 憩 

午後３時56分  開 議 

○委員長  それでは、議案第44号を採決します。挙手により採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○委員長  挙手多数でございますので、よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第45号 平成28年度江南市後期高齢者医療特別会計予算 

 

○委員長  続いて、議案第45号 平成28年度江南市後期高齢者医療特別会計

予算を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  それでは、特別会計のほうの予算書の140ページをお願い

したいと思います。 

 議案第45号 平成28年度江南市後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

 141ページから145ページにかけまして、第１表 歳入歳出予算及び歳入歳

出予算事項別明細書を掲げてございます。 

 １枚はねていただきまして、146、147ページをお願いしたいと思います。 

 １款後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、３款繰入金、４款繰

越金、５款諸収入につきましては、次のページにかけての掲載でございます。 

 さらに１枚はねていただきまして、歳出でございます。 

 150ページ、151ページをお願いしたいと思います。 

 １款の総務費から、１枚はねていただきまして、152ページ、153ページの

３款諸支出金まででございます。 

 なお、当初予算説明資料の58ページには、後期高齢者医療保険料現年度分

算出表を掲げてございますので、後ほど御参照いただければと存じます。 

 以上でございます。なお、補足説明はございません。よろしくお願いを申

し上げます。 

○委員長  それでは、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  算出表とか質疑があったんですけれども、２年に１回ずつ保険

料が値上がっていく、値上げの年ということで、どれだけ上がったかという

ことと、その所得割、均等割、あと限度額に変更はあったのかということと、

あと１人当たりの保険料が平成28年度は江南市では７万2,823円なんですけ
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れども、平成27年、前年度に比べてどれだけ１人当たりの保険料が上がるこ

とになるのかということと、あと肝心の値上げの理由ですね。江南市が決め

たわけじゃなく、県の広域連合で決まってきたわけですけれども、広域連合

として値上げの理由として、何がどのように響いて、どうなっているかとい

うことと、あと、まとめて聞きますね。軽減、この資料の中に58ページに軽

減額というのがありますね。所得割の軽減が1,204人、均等割の軽減が7,141

人なんですけれども、その軽減のそれぞれ９割軽減、8.5割軽減、５割、２

割軽減、それぞれ何人ずつ、所得割軽減とかぶっている人が大半だと思うん

ですけれども、内訳がわかったら教えてほしいのと、その軽減の基準という

のは広がっているんでしょうか。ちょっとそこのところも教えてほしいです。  

○保険年金課長  質問、１つずつお答えをしていきたいと思います。 

 まず、保険料率でございますけれども、まず均等割のほうでございます。

比較する形でやらせていただきますと、２年前の平成26年度、平成27年度は

均等割は４万5,761円でございました。今回、平成28年度、平成29年度の２

カ年の財政の運営期間ということで、４万6,984円でございます。1,223円の

増額ということになります。また、所得割率でございます。２年前の平成26

年度、平成27年度につきましては9.00％でございました。これが平成28年度、

平成29年度は9.54％となります。0.54％の伸びということになります。 

 次に、被保険者１人当たりの保険料ということで、江南市の平成27年度の

１人当たりがちょっとまだ出せておりませんので、大変申しわけありません、

広域連合のほうの全体の数字で申し上げます。平成26年度、平成27年度の２

年前が８万2,144円が１人当たりの保険料でございます。平成28年度、平成

29年度は８万4,035円でございます。１人当たり1,891円増額となるというこ

とになります。 

 次に、値上げとなる理由でございます。まず、１人当たりの医療給付費の

伸びというのが２年前と比較をいたしまして、0.11％の伸びということでご

ざいます。0.11％の医療給付費の伸びというのが１つ原因としてございます。

もう１つの大きな、こちらのほうが大きな理由になりますけれども、後期高

齢者負担率ということで、医療給付費を賄う、負担する割合が決まっており

ます。公費が５割、後期高齢者支援金が４割、保険料に相当するものです。
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保険料に幾らいただくかというのが後期高齢者負担率と言っておりますけれ

ども、これが10.7％から、今回10.99％に改められたということで、こちら

のほうが保険料の増額となる大きな要因ということになっておるところでご

ざいます。 

 次に、軽減ということでございます。内訳でございますが……。 

○委員長  暫時休憩します。 

午後４時05分  休 憩 

午後４時07分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○保険年金課長  先にそのほかの御質問にお答えをしたいと思います。 

 限度額の関係でございますが、こちらにつきましては、57万円で変更はご

ざいません。今回、変更はございません。57万円で変更はございません。 

 それから、軽減の基準でございますけれども、こちらにつきましては、今

回、平成28年度から５割軽減と２割軽減の対象を拡大するということでござ

います。被保険者お１人に対しまして、今まで26万円を掛けまして33万円を

足した、１人で言いますと59万円以下の世帯が５割軽減となっておりました

けれども、この26万円という基準を26万5,000円と改めたということで、１

人の世帯でありますと、お１人でありますと59万5,000円以下だと５割軽減

になるよということであります。２割軽減のほうは、この今の基準額が47万

円であったものが48万円に変わっております。１人の被保険者でありますと、

33万円を足しますので80万円以下の世帯は２割軽減ということでありました

けれども、これがございますと、81万円以下の世帯ですと２割軽減になるよ

ということで、拡大が一部されましたので、それは加味をしての保険料を積

算しておるということでございます。 

○掛布委員  また、わかってからでいいですけれども、先ほどどうしてそん

なに値上げになるのかという値上げの理由で、後期高齢者の負担の持ち分が

10.7％から10.99％に上がったという、上がったその理由というのは何でし

ょうか。 

○保険年金課長  先ほど少し申し上げましたけれども、平成20年度に制度が

スタートしたときの医療給付の負担の割合は、公費が５、半分ですね、５割
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です。公費が５割、国と県と市で半分を持ちましょうと。４割が若い世代の

後期高齢者支援金ですよと。１割が保険料でいただきますという５、４、１

の割合でスタートしたところでありますけれども、年々、医療給付費がふえ

ますと、当然、国・県・市もそうですし、若い人の負担がふえます。で、保

険料率を１割にとどめておくと、パイというか給付費がふえるのに保険料が

変わらないよというと、若い人に負担が行きますので、平成20年度は10％で

スタートしましたけど、２年ごとに上昇というか、改正がなされまして、ふ

やすというのは若人の負担を極力というか、ふえてしまうので、それを抑制

するために保険料にお願いをするという、そういう考えのもとで上げておる

ということでございます。 

○牧野委員  今、ちょっと関連で聞きたいんですが、今の保険料が10％から

10.99％に上がった、0.99％、約１％上がった分は、税のほうから引かれる

のか、健保組合とか若い人たちの支援金から比率は引くのか、どうなんです

か、大枠として。40％の枠を減らしたのか、減らしていないのかということ

です。 

〔発言する者あり〕 

○牧野委員  全体は５、４、１だと思うんだけど、その１％ふえた分はどこ

を減らしたのかと、大枠で、これ法律の問題ですけど。まだ決まっているか、

決まっていないことはないんだけど。別個で質問しますわ、じゃあ。 

〔発言する者あり〕 

○牧野委員  また、調べてもらってでもいいですわ、別段あの……。 

○委員長  それは、調べていただいて、この委員会の中ではなくてもよろし

いんですか。 

○牧野委員  そうそう、これは数字には関係ない話だから、僕は制度の話を

聞いただけだから。 

○委員長  ならまた、わかりましたらフィードバックしてあげてください。 

○保険年金課長  委員会終了後でも……。 

○牧野委員  全然構いません。 

 医療費が大枠でわかっているなら聞きたい。今、愛知県で多分75歳以上が

75万人ちょっとぐらいいると思うんですが、その人たちの年間の医療費の平
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均って出ていますかね、算定根拠。まだ来ていなければいいです。その後期

高齢者医療のほうからデータが来ていなければわからないですので。 

○保険年金課長  医療給付費の総額ということで、２年間分ということで、

１兆5,602億円というのが総額でございます。２年間分でございます。１人

当たりの額といたしまして、88万6,485円ということでございます。。 

○牧野委員  ということは、愛知県の老人は、75歳以上は年間１人当たり平

均、元気な人も病気をしている人も88万6,000円払っていると、こういうこ

とですよね。医療費がかかっているということですよね。 

 それで、ちょっと聞きたいんですけど、１人当たりの、でもこれは一般質

問、まあいいや、もうちょっとこれだけ。ちょっと掛布さんに触発されて聞

いているので、１人当たりの保険料が８万4,135円というのは、全国的に見

てどのぐらいのレベルなんですかね。 

 それも一般質問っぽいですから、いいです、直接。私が知る限りでは、中

以下だと思っておりますけれども、高いとは思っておりませんが、老人いじ

めばっかという話はちょっとおかしい。 

 もっと本質的に聞きます。 

○委員長  ちょっと待ってくださいよ。今の投げかけている答弁については、

わかったらで結構ということですか。 

 じゃあ、そのほか。 

○牧野委員  141ページに戻ります。予算書の。 

 これもやっぱり収入未済額と不納欠損額、ここ数年聞きたいです。 

○保険年金課長  それでは、平成23年度から少し御紹介をさせていただきま

す。平成23年度に納めていただけなかった収入未済額から、まず申し上げま

す。 1,191万 3,100円ということです。その年に不納欠損をした額は 10万

6,800円です。平成24年度、収入未済額は1,324万1,700円でございます。不

能欠損額は30万9,800円です。平成25年度に行きます。収入未済額は1,310万

1,652円、不納欠損額は38万2,500円です。平成26年度でございます。収入未

済額は1,323万5,652円でございます。不能欠損額は64万2,300円というふう

になっております。 

○牧野委員  それで、この141ページの表の３款１項の繰入金というのが市
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の持ち出し金と、２億2,100円というふうに理解すればいいんですか。 

○保険年金課長  そのとおりでございます。一般会計からの繰入金でござい

ます。 

○牧野委員  それで、147ページ、中段の滞納繰越分普通徴収保険料、先ほ

ど聞きました1,632万3,000円というのがあるんですけど、これを要するに後

期高齢者の保険料を払わないと、この高齢者はどうなるんですか、医療にか

かった場合。 

○保険年金課長  これは国民健康保険でも一緒でございますが、特に払わな

いから病院にかかれないよとか、そういったこともございません。 

○牧野委員  病院にかかると、この後期高齢者の保険証か何かないんだけど、

１割負担か２割負担で受けられるんですか。 

○保険年金課長  今、委員がおっしゃられるような保険証が取り上げられる

とか、そういうイメージのことをおっしゃっておみえになるかと思いますが、

そういったことはなくて、一応滞納なさっておる方に対しましても１割で使

える保険証は交付をさせていただいておるというところでございます。 

○牧野委員  それで、58ページのこの説明資料、これ非常にわかりやすくて

いいんですけれども、今、掛布さんが聞いたような、今言った負担率だとか、

限度額がどうだとか、軽減基準がどうかというようなこと、また今の保険料

が全国的にどうかというような資料まで、できれば議員のほうにいただくと、

この後期高齢者というのはなかなかわかりにくいんもんですから、一般議員

は。この一覧表を１個見ると、愛知県はこういうふうだ、全国でこんなもん

だ、高いの安いの、それからこうなっておるということの推移がわかるので、

そうすると仕組みがよくわかるもんですから、ちょっとそういう根本的な数

字はこの分析表に載っているんだけど、これプラスアルファの全体で見て愛

知県はどうなっているか、なぜこれが出たか。まさに医療費を人数で割った

ものですけど、そういうものをもう少し加えて今後資料を出してもらうと、

特に後期高齢者はわかりやすいので、これは要望をしておきます。要望して

おくと言うと生意気だで、できればつくってほしいと思います。 

○保険年金課長  ２年に一度、こういった機会がございますので、別紙、別

添資料ということで整えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願
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いします。 

○掛布委員  今回、広域連合のほうでこの値上げを審議するときに、平成26

年、平成27年の広域連合としてのやりくりの中で、100億円か何かの余り、

剰余金が出ているということでお聞きしたんですけどれも、それを要するに

つぎ込めば、保険料の値上げというのはもっと抑えられたと思うんですけれ

ども……。 

○牧野委員  つぎ込んで抑えているんだよ。 

○掛布委員  だから、そこのところはどうなのかなと。つぎ込んでないとい

う。 

○保険年金課長  今、委員が御紹介いただきましたんですが、本来でしたら

剰余金を投入しないでおきますと、7.91％上昇するものということで広域連

合のほうは見込んでおったところでございます。それで、平成26年、平成27

年、２年間の剰余金ということで100億円をそこへ投入して、保険料の増加

を抑制したという結果、2.3％の伸びにおさまったということでございます

ので、よろしくお願いをいたします。 

○委員長  まだ出ませんかね。まだ時間がかかりそうですね。かなり細かい

数字ですからね。 

 暫時休憩します。 

午後４時22分  休 憩 

午後４時24分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑のほう、そろそろよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  それでは、質疑もこれで尽きたようでありますので、採決をいた

します。 

 暫時休憩します。 

午後４時25分  休 憩 

午後４時25分  開 議 

○委員長  議案第45号を挙手により採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 



２７ 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  挙手多数でございます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 以上で、当委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 なお、委員長報告の作成につきましては、正・副委員長に御一任いただき

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上で、本日の委員会の議題は全て終了いたしました。 

 きのうときょうに渡りまして、大変に白熱をしたような審議をしていただ

きまして、ありがとうございます。大事な部分が入っていると思いますので、

ぜひ予算関係もありますので、委員のほうからいろんな御意見、要望もあっ

たと思います。当局、ぜひよろしくそれを酌んでいただいて、今後の市政運

営にしていただきたいと思います。 

 また、委員の皆さん、本当にきょうはありがとうございました。 

 当局から御挨拶をお願いしたいと思います。 

○教育長  失礼いたします。本会議の後、今委員会において、12の議案につ

いて皆さんより慎重審議していただきました。そうした中でいただきました

たくさんのいろんな角度から見ていただいた意見やらアドバイスをたくさん

いただきました。そうしたものを大切にして、また勤務に努めていきたいと

思います。どうもありがとうございました。 

○委員長  以上で厚生文教委員会を閉会いたします。 

 

午後４時25分  閉 会 
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